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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成30年8月23日(2018.8.23)

【公表番号】特表2017-533298(P2017-533298A)
【公表日】平成29年11月9日(2017.11.9)
【年通号数】公開・登録公報2017-043
【出願番号】特願2017-515116(P2017-515116)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｊ 153/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ  11/06     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 133/04     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ   7/20     (2018.01)
   Ｃ０８Ｌ  53/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｊ  153/00     　　　　
   Ｃ０９Ｊ   11/06     　　　　
   Ｃ０９Ｊ  133/04     　　　　
   Ｃ０９Ｊ    7/02     　　　Ｚ
   Ｃ０８Ｌ   53/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年7月12日(2018.7.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２０重量％～５５重量％のＡブロック、及び４５重量％～８０重量％のＢブロックを含
むアクリル系トリブロックコポリマーＡ－Ｂ－Ａと、
　５重量％～３０重量％のＡブロック、及び７０重量％～９５重量％のＢブロックを含む
アクリル系ジブロックコポリマーＡ－Ｂと、を含む接着剤組成物であって、
　式中、各Ａは、独立して、少なくとも５０℃のガラス転移温度を有するポリマーブロッ
クであり、
　各Ａは、独立して、少なくとも１つのポリ（メタ）アクリレートを含み、
　各Ｂは、独立して、２０℃以下のガラス転移温度を有するポリマーブロックであり、
　各Ｂは、独立して、少なくとも１つのポリ（メタ）アクリレートを含み、
　前記アクリル系ジブロックコポリマーの前記アクリル系トリブロックコポリマーに対す
る重量比は、７０：３０～９０：１０の範囲である、接着剤組成物。
【請求項２】
　基材と、前記基材に隣接して配設された接着剤層と、を含み、
　前記接着剤層が、請求項１に記載の接着剤組成物を含む、物品。


	header
	written-amendment

